
 
 

 

令和３年１２月２１日 
防 衛 省 

 

在日米軍の駐留経費に係る負担についての実質合意 

 

日米外務・防衛当局は、在日米軍駐留経費負担に係る新たな特別協定等の内容について合意

した。本合意の下、日米両国は、一層厳しさを増す安全保障上の課題に対応できるよう日米同

盟を絶えず強化することに共に取り組む。本合意に基づく日米防衛協力は、在日米軍と自衛隊

の相互運用性の向上によるものも含め、同盟の即応性及び抗たん性の強化に資するものである。 

日本側は、本合意に基づく「在日米軍駐留経費負担」の通称を「同盟強靱化予算」とするこ

ととした。 

 

１ 新たな特別協定 

（１）有効期間  

５年間（令和４年度から令和８年度まで） 

 

（２）労務費 

日本側が新たな特別協定に基づき労務費を負担する労働者数は、全労働者数のうち 

２３,１７８人とする。この内訳は、福利厚生施設で働く労働者が３,８９３人であり、装

備品の維持・整備や各種事務等に従事する労働者数が１９,２８５人である。 
※ 人事院勧告等に基づく賃金の変更は、各年度の労務費に適切に反映される。 

 

（３）光熱水料等 

日本側が各年度に負担する光熱水料等を､令和４年度及び令和５年度は２３４億円､令

和６年度は１５１億円､令和７年度及び令和８年度は１３３億円とする｡ 

 

（４）訓練資機材調達費 

在日米軍の即応性の確保のみならず、自衛隊の能力強化にも資する施設・区域内に設置

される訓練資機材の調達に関連する経費を負担する。新たな特別協定の有効期間において、

日本側が負担する訓練資機材調達費を総額２００億円とする｡（予算要求のための全ての

必要な手続の完了を前提とする。） 

 

（５）訓練移転費 

日本側が各年度に負担する訓練移転費を､令和３年度の予算額（約１１４億円）と同水

準とする｡ アラスカを航空機訓練移転先の対象とする。 

 

２ 提供施設整備 

令和４年度から令和８年度までの提供施設整備費を総額１,６４１億円とする｡防衛省と

米国防省は､引き続き､提供施設整備の効率的で効果的な実施のため､緊密に調整を行う｡ 

（予算要求のための全ての必要な手続の完了を前提とする｡） 

 

３ 「同盟強靱化予算」の規模 

 新たな特別協定の有効期間（令和４年度から令和８年度）における｢同盟強靱化予算｣は､

年平均で約２,１１０億円となる｡ 
 


